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都市計画法第３４条第１２号及び同法施行令第３６条第１項第３号ハの 

取扱いについて 

 

１．趣  旨 

都市計画法第３４条第１２号及び同法施行令第３６条第１項第３号ハの規定においては、

「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行

うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為」等については、条例で許可されるものと

されています。 

これまで大分市では、市街化を促進しない開発行為については、一定の条件のもと開発審

査会の議を経ることで開発行為を許可していましたが、大分市開発行為等の許可の基準に関

する条例を一部改正（令和５年４月１日施行）することによって、２．に掲げるものについ

ては、開発審査会での議を経なくても、許可できることとしました。 

 

２．大分市開発行為等の許可の基準に関する条例 

（都市計画法第３４条第１２号及び同法施行令第３６条第１項第３号ハ） 

第４条 

第 １ 号 分家住宅 

第 ２ 号 収用対象事業の施行に伴う建築 

第 ３ 号 既存集落内における自己の居住の用に供する一戸建ての専用住宅の建築 

第 ４ 号 既存建築物の建替等 

第 ５ 号 災害危険区域等に存する建築物の移転 

第 ６ 号 事前審査終了団地内の建築 

第 ７ 号 線引きの日前から宅地性を有する既存集落内の土地における建築 

第 ８ 号  地区集会所等 

第 ９ 号  法に基づく許可等を受けて建築された建築物の用途変更 

第１０号 人口減少の著しい既存集落における自己の居住の用に供する建築 
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条例第４条第１号（規則第３条） 

分家住宅 

（概  要） 

市街化調整区域に所有する土地において継続して生活の本拠を有する世帯が、当該世

帯の通常の分化発展の過程で必要とする自己の居住の用に供する一戸建ての専用住宅 

 

【審査基準】 

⑴ 開発許可を受けようとする者（以下「許可申請者」という。）が、線引きの日前から市街化調

整区域内の同一の土地に存する建築物又は収用対象事業により線引きの日以後に市街化調整

区域に建築された建築物（以下これらを「本家」という。）に生活の本拠を有する者の世帯の構

成員である者又は構成員であった者であって、当該世帯の世帯主の親族（民法（明治２９年法

律第８９号）第７２５条に規定する親族をいう。以下同じ。）又はその配偶者であること。 

 

⑵ 許可申請者が、婚姻、Uターン、家族の増加等の分家住宅を必要とする合理的事情を有する

者であって、次に掲げる要件を満たすものであること。 

ア 同居する家族があること。 

イ 許可申請者が、自己の居住の用に供する住宅を所有していないこと。 

ウ 許可申請者並びにその同居家族及び親が、市街化区域に建築可能な土地を所有していないこと。 

エ 許可申請者が市外に居住している場合は、分家住宅に転居することが確実であること。 

 

⑶ 開発許可の申請に係る土地（以下「許可申請地」という。）が、次に掲げる要件を満たすこと。 

ア 許可申請者又はその親族が線引きの日前から継続して所有している土地であること。ただ

し、次のいずれかに該当する土地は、線引きの日前から継続して所有しているものとみなす。 

（ア） 線引きの日以後に農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１

３条の２第１項又は第２項の規定による交換分合により取得した土地 

（イ） 線引きの日前から継続して所有している土地が、狭小、狭あい、接道できない等のや

むを得ない事情により、線引きの日以後に取得した土地であって、線引きの日前から継

続して所有している土地に接する土地 

（ウ） 収用対象事業による移転に伴い、線引きの日以後に本家に生活の本拠を有することと

なった者が分家住宅を建築しようとする場合における許可申請地 

イ 本家の存する自治会の区域に存する土地であること。 

ウ 許可申請地の面積が、原則１６５平方メートル以上４００平方メートル以下であること。 

 

⑷ 建築される分家住宅が、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 建蔽率が５０パーセント以下であること。 

イ 容積率が１００パーセント以下であること。 

ウ 高さが１０メートル以下であること。 
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条例第４条第２号（規則第４条） 

収用対象事業の施行に伴う建築 

（概  要） 

市街化調整区域に存する建築物を収用対象事業の施行により移転し、又は除却しな

ければならない場合において、これに代わる建築物の建築 

 

【審査基準】 

⑴ 収用対象事業の事業主体からの移転に関する証明書があり、事業計画が明確であること。 

 

⑵ 許可申請者が、移転建築物（収用対象事業により移転され、又は除却される建築物をいう。

以下この条において同じ。）の所有者であること。 

  

⑶ 代替建築物（移転建築物に代わるものとして建築される建築物をいう。以下この条において

同じ。）の位置が、その用途及び地域の土地利用に照らして適切なものであること。 

 

⑷ 許可申請地が、地域の土地利用と調整のとれたものであること。ただし、農用地区域内にあ

っては、当該農用地区域における農用地除外証明書を提出する場合は、この限りでない。 

 

⑸ 代替建築物の敷地面積が、従前の敷地面積の１．５倍以下又は４００平方メートル以下であ

ること。ただし、市長が土地の利用上やむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

 

⑹ 代替建築物の延床面積が、従前の延床面積の１．５倍以下であること。 

 

⑺ 代替建築物の用途及び構造が、従前と同様であり、周辺の土地利用及び環境と調和のとれた

ものであること。 
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条例第４条第３号（規則第５条） 

既存集落内における自己の居住の用に供する一戸建ての専用住宅の建築 

（概  要） 

線引きの日前から土地を所有している者が行う既存集落内の土地における自己の居

住の用に供する一戸建ての専用住宅の建築 

 

【審査基準】 

⑴ 許可申請者が、線引きの日前から許可申請地を所有していた者であること。ただし、許可申

請地が線引きの日後に相続等により取得されたものである場合は、この限りでない。 

 

⑵ 開発区域内において予定される建築物（以下「予定建築物」という。）が、次に掲げる要件

の全てを満たすこと。 

ア 建蔽率が５０パーセント以下であること。 

イ 容積率が１００パーセント以下であること。 

ウ 高さが１０メートル以下であること。 

 

⑶ 許可申請者が現に居住している住宅について過密、狭小、被災、立退き、借家等の事情、許

可申請者について退職、卒業等の事情その他社会通念に照らし新たに建築することがやむ

を得ないと認められる事情があること。 

 

⑷ 予定建築物の敷地面積が、原則１６５平方メートル以上４００平方メートル以下であること。 

 

⑸ 許可申請者及びその同居家族が、市街化区域内に建築可能な土地を所有していないこと。 
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条例第４条第４号（規則第６条） 

既存建築物の建替等 

（概  要） 

市街化調整区域内に当該区域区分に関する都市計画決定（線引き）の日前から存す

る建築物又は市街化調整区域に関して適切な手続きを受けた建築物の建替、増築又は

改築 

 

【審査基準】 

次に掲げる建築物の建替、増築又は改築で、以下の⑴～⑷に該当するものであること。 

 ア 線引きの日前から存する建築物 

 イ 法第２９条第１項の許可に係る建築物 

ウ 法第４３条第１項の許可を受けて建築された建築物 

 

⑴  建替、増築又は改築が、既存建築物（条例第４条第４号ア、イ及びウに規定する建築物を

いう。以下同じ。）の敷地の範囲内（従前の敷地が著しく過少である等特別の事情がある場

合にあっては、従前の敷地面積の１．５倍以下の範囲内）で行われるものであること。 

 

⑵ 予定建築物の用途が、既存建築物と同様であること。 

 

⑶ 予定建築物の規模、構造、設備等が、既存建築物と比較して過大でなく、かつ、周辺の土地

利用の状況等からみて適切なものであること。 

 

⑷ 建替に当たり、予定建築物が完成するまで引き続き既存建築物を使用する場合は、当該既存

建築物の除却計画が確認できること。 

 

 なお、以下のいずれにも該当する場合は、法第２９条第１項第１１号（令第２２条第４号）と

して取り扱う。ただし、申請地が従前の敷地面積を超える場合にあっては、法第２９条第１項第

１１号に該当しない。 

 

⑴ 従前の用途、構造が原則同一であること。 

 

⑵ 従前の床面積の１．５倍以内または２００㎡以内であること。 
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条例第４条第５号（規則第７条） 

災害危険区域等に存する建築物の移転 

（概  要） 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項の災害危険区域に存する

ことその他これに準じる事由により建築物の移転をする場合に、これに代わる建築物

の建築 

 

【審査基準】 

⑴ 建築物の移転が、次のいずれかに該当するものであること。 

ア 市が実施するがけ地近接等危険住宅移転事業により行う移転 

イ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第２４条第１項の関連事業計画に基づく移転 

ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第

５７号）第２６条第１項の勧告に基づく移転 

エ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１０条第１項の勧告又は同条第２項若しく

は第３項の命令に基づく移転 

オ アからエまでに掲げるもののほか、条例等又は特定の行政機関の指示に基づく移転であ

って、アからエまでに掲げるものと同等と認められるもの 

 

⑵ 移転建築物（移転の対象となる建築物をいう。以下この条において同じ。）が市街化調整区

域に存する場合は、次の要件に該当すること。 

ア 移転建築物について、事業主体からの移転に関する証明書があり、事業計画が明確であること。 

イ 許可申請者が、移転建築物の所有者であること。 

ウ 代替建築物（移転建築物に代わるものとして建築される建築物をいう。以下この条にお

いて同じ。）の位置が、その用途及び地域の土地利用に照らして適切なものであること。 

エ 許可申請地が、地域の土地利用と調整のとれたものであること。ただし、農用地区域内に

あっては、当該農用地区域における農用地除外証明書を提出する場合は、この限りでない。 

オ 代替建築物の敷地面積が、従前の敷地面積の１．５倍以下又は４００平方メートル以下

であること。ただし、市長が土地の利用上やむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

カ 代替建築物の延床面積が、従前の延床面積の１．５倍以下であること。 

キ 代替建築物の用途及び構造が、従前と同様であり、周辺の土地利用及び環境と調和のと

れたものであること。 

 

⑶ 移転建築物が市街化区域に存する場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件のい

ずれかに該当すること。 

ア 移転建築物が密集市街地等に存することにより市街化区域に建築可能な土地を確保する

ことが困難であること。 

イ 許可申請地があらかじめ代替建築物の建築が予定されていたものでなく、当該許可申請

地のほかに市街化区域に建築可能な土地を確保させるべき事情が認められないこと。 

ウ 市長との調整を踏まえ、事業主体による建築可能な土地のあっせんがあること。 

  



-7- 

条例第４条第６号 

事前審査終了団地内の建築 

（概  要） 

市街化調整区域内において、線引きの日前までに開発行為に着手しており、おおむ

ね３０戸以上が立ち並んでいる住宅団地における自己の居住の用に供する一戸建ての

専用住宅の建築 

 

【審査基準】 

 法第４３条第１項の規定に基づき、許可の対象として取り扱う。 

 

 ※「事前審査終了団地」とは 

国分台団地、国分ニュータウン（国分新町）、寿団地（小野鶴）、高江ハイツをいう。 
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条例第４条第７号（規則第８条） 

線引きの日前から宅地性を有する既存集落内の土地における建築 

（概  要） 

既存集落内に存する線引きの日前から宅地性を有する土地における自己の居住の用

に供する一戸建ての専用住宅の建築で、規則で定める要件に該当するもの 

 

【審査基準】 

⑴ 許可申請地の地目が、線引きの日前から宅地であること。ただし、現況の地目が宅地以外の

場合であって、線引きの日前に宅地であったことが証明できるときは、この限りでない。 

 

⑵ 許可申請地が、既存集落内に存すること。 

 

⑶ 予定建築物の構造、位置等が、自己の居住の用に供する一戸建ての専用住宅として適当であ

ること。 

 

⑷ 許可申請者及びその同居家族が、市街化区域内に建築可能な土地を所有していないこと。 

 

⑸ 予定建築物が、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

ア 建蔽率が５０パーセント以下であること。 

イ 容積率が１００パーセント以下であること。 

ウ 高さが１０メートル以下であること。 

 

なお、法第４３条第１項の許可に係る建築物を建築するために複数の土地に分割する場合に

あっては、次のとおりとする。 

 

⑴ 当該建築物の敷地面積が、２００平方メートル以上であること。ただし、地形等やむを得

ない事情がある場合は、１６５平方メートル以上であること。 

 

⑵ 土地の分割計画に応じた分筆登記が完了していること。 

 

⑶ 法第４３条第１項の許可の申請が、分割後の区画ごとに行われるものであること。 
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条例第４条第８号（規則第９条） 

地区集会所等の建築 

（概  要） 

地区集会所その他の法第２９条第１項第３号に規定する建築物に準ずる建築物の建築 

 

【審査基準】 

⑴ 予定建築物が、地区集会所、公民館（社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２１条の

規定により設置されるものを除く。）等の公益性の認められる施設であること。 

 

⑵ 町内会、自治会等の自治組織において運営され、適正な管理が行われるものであること。 

 

⑶ レジャー等の予定建築物の主たる目的以外の目的に併用されるものでないこと。 

 

⑷ 許可申請地が、当該建築物を利用しようとする者が居住する地域内に存すること。 
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条例第４条第９号（規則第１０条） 

法に基づく許可等を受けて建築された建築物の用途変更 

（概  要） 

市街化調整区域における開発許可、法第４３条第１項の許可又は都市計画法施行規

則（昭和４４年建設省令第４９号）第６０条の規定による書面の交付（以下この号に

おいて「許可等」という。）を受けて建築された後、相当の期間適正に利用された建築

物のやむを得ない事情による用途の変更のうち、属人性を有する住宅を、当該許可等

を受けた者以外の者の自己の居住の用に供する建築物への用途の変更 

 

【審査基準】 

⑴ 適正に利用された期間が、１０年以上であること。ただし、条例第４条第９号の許可等を受

けた者について病気、死亡、倒産等の自己の意思に基づかない事由により用途変更をせざる

を得なくなったと認められる場合は、この限りでない。 

 

⑵ 許可申請地が、従前の建築物の敷地の範囲内であること。 

 

⑶ 建替、増築又は改築を行う場合にあっては、予定建築物の延床面積が、従前の延床面積と同

様の規模以下であること。ただし、やむを得ない事情がある場合は、従前の延床面積の１．

５倍以下であること。 

 

⑷ 予定建築物の構造が、従前と同様であること。 
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条例第４条第１０号（規則第１１条） 

人口減少の著しい既存集落における自己の居住の用に供する建築 

（概  要） 

人口が著しく減少傾向にある区域又は高齢化率が著しく高い区域として規則で定め

る区域において、地域コミュニティの維持又は快適な住環境の形成を図るための一戸

建ての専用住宅又は建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３０条の３

に規定する要件を満たす住宅の建築 

 

【対象区域】 

⑴ 大分市立神崎小学校の通学区域 

 

⑵ 大分市立上戸次小学校の通学区域 

 

⑶ 大分市立竹中小学校の通学区域 

 

⑷ 百木、板山小岳、住床、立小野、辻、杉原、奥、萩尾、下志津留、上志津留、月形、吉野原、

宮尾、福良、東上野東部、東上野西部、木田南部及び細八丸の各自治区 

 

【審査基準】 

⑴ 予定建築物が一戸建ての専用住宅である場合は、次のいずれにも該当するものであること。 

ア 許可申請地が、敷地相互間の間隔が１００メートル以内で２戸以上連たんしている建築

物の敷地から、１００メートル以内の範囲にあること。 

イ 予定建築物の敷地面積が、２００平方メートル以上５００平方メートル以下であること。

ただし、地形等やむを得ない事情がある場合は、下限を１６５平方メートル以上とする。 

ウ 予定建築物が、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

（ ア ） 建蔽率が５０パーセント以下であること。 

（ イ ） 容積率が１００パーセント以下であること。 

（ ウ ） 高さが１０メートル以下であること。 

エ 宅地の分譲を目的としたものではないこと。 

 

⑵ 予定建築物が建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３０条の３に規定する

要件を満たす住宅である場合は、次のいずれにも該当するものであること。 

 ア 前号アからウまでの要件に該当すること。 

イ 予定建築物の非住宅部分の床面積が、５０平方メートル以下であって、かつ、予定建築

物の延床面積の２分の１未満であること。 

ウ 予定建築物の非住宅部分が、許可申請者の事業（当該非住宅部分を賃貸借の目的とす

る事業を除く。）の用に供されるものであること。 
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用語 

 

既存集落・・・ 

  市街化調整区域において、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落

であって、原則として、５０戸以上の建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が敷地相

互間の距離が５０メートル以内で連たんしているものをいう。 

 

線引きの日・・・ 

  区域区分に関する都市計画の決定がされ、又は当該都市計画の変更により市街化調整区域

が拡張された日（昭和４５年１２月２５日）をいう。 

 

分家住宅・・・ 

 市街化調整区域に所有する土地において継続して生活の本拠を有する世帯が、当該世帯の

通常の分化発展の過程で必要とする自己の居住の用に供する一戸建ての専用住宅をいう。 

 

  属人性を有する住宅・・・ 

  農家等住宅、分家住宅、収用対象事業の施行に伴い建築される建築物等の所定の手続きを経て

建築された自己の居住の用に供する建築物をいう。 

 

農家等住宅・・・ 

 法２９条第１項第２号の規定に該当する農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する

建築物をいう。 

 

収用対象事業・・・ 

収用対象事業 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条各号に規定する事業（法

６９条の規定により当該事業に該当するとみなされるものを含む。）をいう。 
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条例第４条第１号 分家住宅 

 

事前審査申請添付資料一覧表（開発許可及び建築許可申請時も必要となります） 

 

① 理由書 （分家住宅を建築する合理的理由、転職又は転居する理由） 

 

② 家系図 （申請者と本家との関係がわかるもの、土地の所有者及び本家承継者を明示すること。） 

 

③ 戸籍謄本 （申請者と土地所有者との続柄を示すもの） 

 

④ 申請者家族全員の住民票 （予定建築物に入居する者を示すもの。同居家族があること。 

ただし、申請者が現在単身者で婚約等が整っている場合は、住民票のほか婚約証明書。） 

 

⑤ 親及び同居している親族の住民票 

 

⑥ 名寄帳等市長の証明書 

（申請者及び申請者家族が市街化区域に土地及び家屋を所有していないことを示す証明書。） 

 

⑦ 借家等の証明書 （申請者が借家住まい等の場合） 

 

⑧ 申請地の土地登記事項証明書、閉鎖土地登記簿謄本 

（所有者、保有年月日が線引きの日より前かを確認。） 

 

⑨ 字図 （申請区域を朱書きすること。） 

 

⑩ 位置図 （S=1:25,000 程度、申請地を明示すること。） 

 

⑪ 付近見取図 （S=1:2,500 程度、申請地及び親等の居住地、自治区域を明示すること。） 

 

⑫ 現況図 （申請区域を朱書きすること。建築基準法の接続道路を明示すること。） 

 

⑬ 土地利用計画図 （申請区域を朱書きすること。建物の用途、構造及び規模を表記し、 

公共施設の位置・形状を明示すること。） 

 

⑭ 給水・排水施設計画平面図 （給水・排水施設及び管理者等を明示し、雨水の流向を明示すること。） 

 

⑮ 予定建築物の平面図、立面図、求積図 （建ぺい率、容積率、建物高さを記載すること。） 

 

⑯ 申請地の求積図 （少数第 3位を切り捨てた少数第 2位止とする。 

敷地面積は 165 ㎡以上 400 ㎡以下であること。道路後退部を含む。） 

 

⑰ 現況写真 （親等の住宅・申請地の写真 2方向以上を撮影し、申請区域を朱書きすること。） 

 

⑱ 防災計画資料 

（災害イエローゾーン内での建築に限り、防災対策が講じられることが分かる資料。） 

 

⑲ その他市長が必要と認めるもの 
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条例第４条第２号 収用対象事業の施行に伴う建築 

 

事前審査申請添付資料一覧表（開発許可及び建築許可申請時も必要となります） 

 

① 土地収用法第３条各号に規定する事業であることの証明書及び図面  

（収用証明書と土地及び建物が収用の対象とわかる図面を添付） 

 

② 移転理由書 

 

③ 名寄帳等市長の証明書 

 （申請者及び申請者家族が市街化区域に土地及び家屋を所有していないことを示す証明書。） 

 

④ 申請者家族全員の住民票 （予定建築物に入居する者を示すもの。） 

 

⑤ 三者契約書等の写し （市街化区域に存する建築物が収用対象事業で移転する場合に 

ついては、起業者が予定地を斡旋した旨の証明書等で市長が判断できるもの。） 

 

⑥ 新旧対照表 （敷地及び建物面積・用途・構造等を記入すること。） 

 

⑦ 移転先の土地登記事項証明書 （地目等を確認。） 

 

⑧ 農用地除外証明書 （申請地が農用地区域内の場合） 

 

⑨ 字図 （申請区域を朱書きすること。） 

 

⑩ 位置図 （S=1:25,000 程度。従前地及び申請地を明示すること。） 

 

⑪ 付近見取図 （S=1:2,500 程度。従前地及び申請地を明示すること。） 

 

⑫ 現況図 （申請区域を朱書きすること。建築基準法の接続道路を明示すること。） 

 

⑬ 土地利用計画図 （申請区域を朱書きすること。建物の用途、構造及び規模を表記し、 

公共施設の位置・形状を記入すること。） 

 

⑭ 給水・排水施設計画平面図 （給水・排水施設及び管理者等を明示し、雨水の流向を明示する

こと。） 

 

⑮ 予定建築物の平面図、立面図、求積図 （建ぺい率、容積率、建物高さを記載すること。） 

 

⑯ 申請地の求積図 （少数第 3位を切り捨てた少数第 2位止とする。敷地面積は 

従前の 1.5 倍以下又は 400 ㎡以内であること。道路後退部を含む。） 

 

⑰ 現況写真 （申請地を 2方向以上撮影し、申請区域を朱書きすること。） 

 

⑱ 防災計画資料 

（災害イエローゾーン内での建築に限り、防災対策が講じられることが分かる資料。） 

 

⑲ その他市長が必要と認めるもの  
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条例第４条第３号 既存集落内の自己用住宅の建築 

 

事前審査申請添付資料一覧表（開発許可及び建築許可申請時も必要となります） 

 

① 理由書  

 

② 名寄帳等市長の証明書  

（申請者及び申請者家族が市街化区域に土地及び家屋を所有していないことを示す証明書。） 

 

③ 申請者家族全員の住民票 （予定建築物に入居する者を示すもの。） 

 

④ 借家等の証明書 （申請者が借家住まい等の場合） 

 

⑤ 申請地の土地登記事項証明書、閉鎖土地登記簿謄本  

（保有年月日が線引きの日より前かを確認。相続等により取得したものを含む。） 

 

⑥ 字図 （申請区域を朱書きすること。） 

 

⑦ 建築物の連たん状況が把握できる図面  

（50 戸以上の建築物が、50ｍ以内の敷地間隔をもって連たんしていること。） 

 

⑧ 位置図 （S=1:25,000 程度。申請地を明示すること。） 

 

⑨ 付近見取図 （S=1:2,500 程度。） 

 

⑩ 現況図 （申請区域を朱書きすること。建築基準法の接続道路を明示すること。） 

 

⑪ 土地利用計画図 （申請区域を朱書きすること。建物の用途、構造及び規模を表記し、 

公共施設の位置・形状を明示すること。） 

 

⑫ 給水・排水施設計画平面図  

（給水・排水施設及び管理者等を明示し、雨水の流向を明示すること。） 

 

⑬ 予定建築物の平面図、立面図、求積図 （建ぺい率、容積率、建物高さを記載すること。） 

 

⑭ 申請地の求積図 （少数第 3位を切り捨てた少数第 2位止とする。 

敷地面積は 165 ㎡以上 400 ㎡以下とすること。道路後退部を含む。） 

 

⑮ 現況写真 （申請地を 2方向以上撮影し、申請区域を朱書きすること。） 

 

⑯ 防災計画資料  

（災害イエローゾーン内での建築に限り、防災対策が講じられることが分かる資料。） 

 

⑰ その他市長が必要と認めるもの 
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条例第４条第４号 既存建築物の建替 

 

事前審査申請添付資料一覧表（開発許可及び建築許可申請時も必要となります） 

 

① 理由書 （従前の敷地の範囲内で改築等ができない特別な事情等を記入すること。） 

 

② 名寄帳等市長の証明書  

（申請者及び申請者家族が市街化区域に土地及び家屋を所有していないことを示す証明書。） 

 

③ 申請者家族全員の住民票 （予定建築物に入居する者を示すもの。） 

 

④ 申請地の土地及び建物の登記事項証明書、閉鎖土地登記簿謄本 （建物所有者等を確認。） 

 

⑤ 建築計画概要書等（従前の建築物の敷地や延床面積などを確認できるもの。） 

 

⑥ 字図 （申請区域を朱書きすること。） 

 

⑦ 位置図 （S=1:25,000 程度。申請地を明示すること。） 

 

⑧ 付近見取図 （S=1:2,500 程度。申請地を明示すること。） 

 

⑨ 現況図 （申請区域を朱書きすること。建築基準法の接続道路を明示すること。） 

 

⑩ 土地利用計画図 （申請区域を朱書きすること。建物の用途、構造及び規模を表記し、 

公共施設の位置・形状を明示すること。） 

 

⑪ 給水・排水施設計画平面図  

（給水・排水施設及び管理者等を明示し、雨水の流向を明示すること。） 

 

⑫ 予定建築物の平面図、立面図、求積図 （建ぺい率、容積率、建物高さを記載すること。） 

 

⑬ 申請地の求積図 （少数第 3位を切り捨てた少数第 2位止とする。 

敷地面積は従前の 1.5 倍以内とする。道路後退部を含む。） 

 

⑭ 現況写真 （申請地を 2方向以上撮影し、申請区域を朱書きすること。） 

 

⑮ 防災計画資料  

（災害イエローゾーン内での建築に限り、防災対策が講じられることが分かる資料。） 

 

⑯ その他市長が必要と認めるもの 
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条例第４条第５号 災害危険区域等に存する建築物の移転 

 

事前審査申請添付資料一覧表（開発許可及び建築許可申請時も必要となります） 

 

① 理由書 （市街化調整区域に移転する理由。） 

 

② がけ地近接危険住宅移転事業等の移転であることの証明書 

 

③ 名寄帳等市長の証明書 

（申請者及び申請者家族が市街化区域に土地及び家屋を所有していないことを示す証明書。） 

 

④ 申請者家族全員の住民票 （予定建築物に入居する者を示すもの。） 

 

⑤ 新旧対照表 （敷地及び建物面積・用途・構造等を記入すること。） 

 

⑥ 移転先の土地登記事項証明書 （地目、所有者等を確認。） 

 

⑦ 字図 （申請区域を朱書きすること。） 

 

⑧ 位置図 （S=1:25,000 程度。従前地及び申請地を明示すること。） 

 

⑨ 付近見取図 （S=1:2,500 程度。従前地及び申請地を明示すること。） 

 

⑩ 現況図 （申請区域を朱書きすること。建築基準法の接続道路を明示すること。） 

 

⑪ 土地利用計画図 （申請区域を朱書きすること。建物の用途、構造及び規模を表記し、 

公共施設の位置・形状を記入すること。） 

 

⑫ 給水・排水施設計画平面図  

（給水・排水施設及び管理者等を明示し、雨水の流向を明示すること。） 

 

⑬ 予定建築物の平面図、立面図、求積図 （建ぺい率、容積率、建物高さを記載すること。） 

 

⑭ 申請地の求積図 （少数第 3位を切り捨てた少数第 2位止とする。 

敷地面積は従前の 1.5 倍以内とする。道路後退部を含む。） 

 

⑮ 現況写真 （申請地を 2方向以上撮影し、申請区域を朱書きすること。） 

 

⑯ 防災計画資料 

（災害イエローゾーン内での建築に限り、防災対策が講じられることが分かる資料。） 

 

⑰ その他市長が必要と認めるもの 
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条例第４条第６号 事前審査終了団地内の建築 

 

事前審査申請添付資料一覧表（開発許可及び建築許可申請時も必要となります） 

 

① 理由書 （今回事前審査終了団地内に建築する理由。） 

 

② 名寄帳等市長の証明書 

（申請者及び申請者家族が市街化区域に土地及び家屋を所有していないことを示す証明書。） 

 

③ 申請者家族全員の住民票 （予定建築物に入居する者を示すもの。） 

 

④ 申請地の土地登記事項証明書 （地目、所有者等を確認。） 

 

⑤ 字図 （申請区域を朱書きすること。） 

 

⑥ 位置図 （S=1:25,000 程度。申請地を明示すること。） 

 

⑦ 付近見取図 （S=1:2,500 程度。申請地を明示すること。） 

 

⑧ 現況図 （申請区域を朱書きすること。建築基準法の接続道路を明示すること。） 

 

⑨ 土地利用計画図 （申請区域を朱書きすること。建物の用途、構造及び規模を表記し、 

公共施設の位置・形状を明示すること。） 

 

⑩ 給水・排水施設計画平面図  

（給水・排水施設及び管理者等を明示し、雨水の流向を明示すること。） 

 

⑪ 予定建築物の平面図、立面図、求積図 （建ぺい率、容積率、建物高さを記載すること。） 

 

⑫ 申請地の求積図 （少数第 3位を切り捨てた少数第 2 位止とする。） 

 

⑬ 現況写真 （申請地を 2方向以上撮影し、申請区域を朱書きすること。） 

 

 

⑭ 防災計画資料  

（災害イエローゾーン内での建築に限り、防災対策が講じられることが分かる資料。） 

 

⑮ その他市長が必要と認めるもの 
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         市街化調整区域で集落を形成する地域であって 

条例第４条第７号 線引きの日前から宅地性を有する土地における 

建築及び開発行為 

 

事前審査申請添付資料一覧表（開発許可及び建築許可申請時も必要となります） 

 

① 理由書  

 

② 名寄帳等市長の証明書  

（申請者及び申請者家族が市街化区域に土地及び家屋を所有していないことを示す証明書。） 

 

③ 申請者家族全員の住民票 （予定建築物に入居する者を示すもの。） 

 

④ 申請地の土地登記事項証明書、閉鎖土地登記簿謄本  

（線引きの日より前から地目が宅地であるかを確認。） 

 

⑤ 字図 （申請区域を朱書きすること。） 

 

⑥ 建築物の連たん状況が把握できる図面  

（50 戸以上の建築物が、50ｍ以内の敷地間隔をもって連たんしていること。） 

 

⑦ 位置図 （S=1:25,000 程度。申請地を明示すること。） 

 

⑧ 付近見取図 （S=1:2,500 程度。申請地及び親等の居住地、自治区域を明示すること。） 

 

⑨ 現況図 （申請区域を朱書きすること。建築基準法の接続道路を明示すること。） 

 

⑩ 土地利用計画図 （申請区域を朱書きすること。建物の用途、構造及び規模を表記し、 

公共施設の位置・形状を明示すること。） 

 

⑪ 給水・排水施設計画平面図  

（給水・排水施設及び管理者等を明示し、雨水の流向を明示すること。） 

 

⑫ 予定建築物の平面図、立面図、求積図 （建ぺい率、容積率、建物高さを記載すること。） 

 

⑬ 申請地の求積図 （少数第 3位を切り捨てた少数第 2位止とする。） 

 

⑭ 現況写真 （申請地を 2方向以上撮影し、申請区域を朱書きすること。） 

 

⑮ 防災計画資料  

（災害イエローゾーン内での建築に限り、防災対策が講じられることが分かる資料。） 

 

⑯ その他市長が必要と認めるもの 
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条例第４条第８号 地区集会所等 

 

事前審査申請添付資料一覧表（開発許可及び建築許可申請時も必要となります） 

 

① 理由書 （地区集会所等を建築する理由。） 

 

② 地区集会所等準公益的施設であることを証明するもの  

（建設費補助金に関する要望書等を添付すること。） 

 

③ 申請地の土地登記事項証明書 （地目、所有者等を確認。） 

 

④ 字図 （申請区域を朱書きすること。） 

 

⑤ 当該施設を利用しようとする者が居住する地域の図面 

（自治会分布図を添付すること。申請地は利用者が居住する地域内であること。） 

 

⑥ 位置図 （S=1:25,000 程度。申請地を明示すること。） 

 

⑦ 付近見取図 （S=1:2,500 程度。申請地を明示すること。） 

 

⑧ 現況図 （申請区域を朱書きすること。建築基準法の接続道路を明示すること。） 

 

⑨ 土地利用計画図 （申請区域を朱書きすること。建物の用途、構造及び規模を表記し、 

公共施設の位置・形状を明示すること。） 

 

⑩ 給水・排水施設計画平面図  

（給水・排水施設及び管理者等を明示し、雨水の流向を明示すること。） 

 

⑪ 予定建築物の平面図、立面図、求積図 （建ぺい率、容積率、建物高さを記載すること。） 

 

⑫ 申請地の求積図 （少数第 3位を切り捨てた少数第 2 位止とする。） 

 

⑬ 現況写真 （申請地を 2方向以上撮影し、申請区域を朱書きすること。） 

 

⑭ 防災計画資料  

（災害イエローゾーン内での建築に限り、防災対策が講じられることが分かる資料。） 

 

⑮ その他市長が必要と認めるもの 
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条例第４条第９号 相当期間適正に利用された建築物の用途変更 

 

事前審査申請添付資料一覧表（開発許可及び建築許可申請時も必要となります） 

 

① 理由書 （やむを得ない事情について） 

 

② 名寄帳等市長の証明書  

（申請者及び申請者家族が市街化区域に土地及び家屋を所有していないことを示す証明書。） 

 

③ 相当の期間適正に使用されたことを確認できる書類 （戸籍の附票、建築計画概要書等。） 

 

④ 申請地の土地登記事項証明書 （地目、所有者等を確認。） 

 

⑤ 字図 （申請区域を朱書きすること。） 

 

⑥ 位置図 （S=1:25,000 程度。申請地を明示すること。） 

 

⑦ 付近見取図 （S=1:2,500 程度。申請地を明示すること。） 

 

⑧ 現況図 （申請区域を朱書きすること。建築基準法の接続道路を明示すること。） 

 

⑨ 土地利用計画図 （申請区域を朱書きすること。建物の用途、構造及び規模を表記し、 

公共施設の位置・形状を明示すること。） 

 

⑩ 給水・排水施設計画平面図  

（給水・排水施設及び管理者等を明示し、雨水の流向を明示すること。） 

 

⑪ 既存建築物の平面図、求積図 

 

⑫ 予定建築物の平面図、立面図、求積図 （建ぺい率、容積率、建物高さを記載すること。） 

 

⑬ 申請地の求積図 （少数第 3位を切り捨てた少数第 2位止とする。） 

 

⑭ 現況写真 （申請地を 2方向以上撮影し、申請区域を朱書きすること。） 

 

⑮ 防災計画資料  

（災害イエローゾーン内での建築に限り、防災対策が講じられることが分かる資料。） 

 

⑯ その他市長が必要と認めるもの 
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条例第４条第１０号 人口減少の著しい既存集落における人口定着 

 と活力回復を目的とした建築等 
 

事前審査申請添付資料一覧表（開発許可及び建築許可申請時も必要となります） 

 

① 理由書  

 

② 申請地の土地登記事項証明書 

 

③ 字図 （申請区域を朱書きすること。） 

 

④ 建築物の連たん状況が把握できる図面  

（2 戸以上の建築物が、100ｍ以内の敷地間隔をもって連たんしていること。） 

 

⑤ 位置図 （S=1:25,000 程度。申請地を明示すること。） 

 

⑥ 付近見取図 （S=1:2,500 程度。申請地及び親等の居住地、自治区域を明示すること。） 

 

⑦ 現況図 （申請区域を朱書きすること。建築基準法の接続道路を明示すること。） 

 

⑧ 土地利用計画図 （申請区域を朱書きすること。建物の用途、構造及び規模を表記し、 

公共施設の位置・形状を明示すること。） 

 

⑨ 給水・排水施設計画平面図 

 （給水・排水施設及び管理者等を明示し、雨水の流向を明示すること。） 

 

⑩ 予定建築物の平面図、立面図、求積図 （建ぺい率、容積率、建物高さを記載すること。） 

 

⑪ 申請地の求積図 （少数第 3位を切り捨てた少数第 2位止とする。 

敷地の最低限度は原則として 200 ㎡とする。） 

 

⑫ 現況写真 （申請地を 2方向以上撮影し、申請区域を朱書きすること。） 

 

⑬ 防災計画資料  

（災害イエローゾーン内での建築に限り、防災対策が講じられることが分かる資料。） 

 

⑭ その他市長が必要と認めるもの 


